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社会福祉法人の指導監査については、関係法令・通知、中津市社会福祉法人指導監査

実施要綱、中津市所管社会福祉法人指導監査実施方針等を基に、実地にて監査を行った。 

社会福祉法人については、公益性・非営利性を確保する観点等から、平成 29年 4月 1

日に施行された改正社会福祉法により、①経営組織のガバナンスの強化、②財務規律の

強化、及び③事業運営の透明性の向上が義務付けられたところである。 

平成 29年度の指導監査については、改正後の社会福祉法に定める運営体制が確保さ

れているかどうかを重点事項とし、（ⅰ）評議員の選任及び評議員会の招集・運営に関

する事項、（ⅱ）評議員、理事及び監事の報酬に関する事項、（ⅲ）事業運営の透明性の

向上に関する事項についての確認を行った。 

その他、役員の選任状況、理事会の開催状況、法人の契約手続きの状況、会計及び現

金管理の状況、社会福祉法人内での資金移動の状況等についても実地にて監査を行った。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    指導監査の実績について指導監査の実績について指導監査の実績について指導監査の実績について 

    

1111    指導監査における指導監査における指導監査における指導監査における評価基準評価基準評価基準評価基準    

指導監査を行うにあたっては評価基準を設け、「文書指摘事項」「口頭指摘事項」「助

言事項」の 3項目に分類した。文書指摘事項及び口頭指摘事項については、法人に対し

て文書により通知を行った。文書指摘事項については、是正改善状況又は改善計画につ

いて報告期限を設け、法人から文書による報告を求めた。 

 

文書指摘事項 

・ 関係法令、通知等に抵触しており、その内容が比較的著しい事項 

・ 以前に口頭指摘を受けた事項で、数年経過しても是正・改善されていない

事項 

口頭指摘事項 

・ 関係法令、通知等に抵触しているが、その内容が比較的軽微な事項 

・ 改正された法令、通知のうち、周知期間が十分経過していないものに抵触

しているが、重大な支障を生じていない事項 

助言事項 ・ 不備の程度がより軽微な事項及び社会通念に照らして改善が望まれる事項 

 

2222    指導監査の改善指導件数指導監査の改善指導件数指導監査の改善指導件数指導監査の改善指導件数 

平成 29年度に実施した指導監査における指摘件数は、下記のとおり。 

 中津市所轄の 

社会福祉法人数 

29年度監査 

実施法人数 

改善指導件数 

文書指摘件数 口頭指摘件数 合計 

28 10 38 14 52 

ⅠⅠⅠⅠ    指導監査の実施方法指導監査の実施方法指導監査の実施方法指導監査の実施方法についてについてについてについて    
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3333    指導監査の指摘指導監査の指摘指導監査の指摘指導監査の指摘内容内容内容内容    

平成 29 年度に実施した指導監査の指摘内容については、社会福祉法改正の影響によ

るものが比較的多く、①評議員会の招集が適正に行われていない事例、②役員等に対す

る報酬等の支給基準について評議員会の承認を受けていない事例、③インターネットの

利用により、定款、役員等報酬基準及び役員等名簿の公表を行っていない事例などが見

受けられた。 

また、登記の遅延、地上権又は賃借権の未設定等、これまでの監査と同様の指摘が今

年度も見受けられた。加えて、前回監査での指摘事項の改善が不十分な法人も見受けられた。  

 

 

 

１１１１    役員等（評議員、理事及び監事）の選任役員等（評議員、理事及び監事）の選任役員等（評議員、理事及び監事）の選任役員等（評議員、理事及び監事）の選任についてについてについてについて    

  役員等の選任に際して、当該候補者が社会福祉法等に定める要件を有しているかの確

認について、不備がある事例が見受けられた。 

当該候補者が社会福祉法に規定する欠格事由に該当しないことや暴力団員等の反社会

的勢力の者でないことを証する書類として、誓約書等を徴取すること等により候補者本

人にこれらの者に該当しないことの確認を行うよう、改善を促した。 

   

２２２２    評議員会及び理事会の招集につい評議員会及び理事会の招集につい評議員会及び理事会の招集につい評議員会及び理事会の招集についてててて    

理事会の招集については、理事会の日の１週間前までに、各理事及び各監事に対して

通知する必要がある。また、評議員会の招集については、理事会の決議により評議員会

の日時及び場所等を定めたうえで、評議員会の１週間前までに評議員に対して通知する

必要がある。 

しかしながら、評議員会の日時及び場所等が、理事会で決議されていないまま評議員

会が招集されている事例が見受けられたため、適切な評議員会等の運営を促した。 

 

３３３３    役員等に対する報酬等役員等に対する報酬等役員等に対する報酬等役員等に対する報酬等の支給基準についての支給基準についての支給基準についての支給基準について    

理事及び監事の報酬等の額（０円の場合も含む。）について、定款で定めず、その総額

の範囲については、別途、評議員会で決議するとしている法人において、その決議が行

われていない事例が見受けられた。 

また、支給するとした場合は、評議員、理事及び監事の報酬等の支給基準について、

評議員会で決議することが必要であるが、その決議が行われていない事例についても見

受けられたため、早急に決議するよう指導を行った。 

 

 

ⅢⅢⅢⅢ    指導監査結果の総括について指導監査結果の総括について指導監査結果の総括について指導監査結果の総括について 
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４４４４    理事の理事会への出席状況理事の理事会への出席状況理事の理事会への出席状況理事の理事会への出席状況についてについてについてについて    

例年同様、理事の理事会への出席状況が芳しくない状況が見受けられた。理事は、理 

事会の構成員として法人の業務執行に係る決定を行う等、法人の運営における重要な役

割を担い、その職務を個々の責任に基づいて行う必要がある。 

そのため、理事の全員が理事会に出席できるよう日程調整に努めること。また、理事

については、実質的に運営に参画できる者を任命するよう指導を行った。 

    

５５５５    情報の公表について情報の公表について情報の公表について情報の公表について    

インターネットの利用により、定款、役員等報酬基準及び役員等名簿の公表を行って

いない事例が散見された。法人又法人が加入する団体（例：全国社会福祉法人経営者協

議会等）のホームページへの掲載により情報の公表を行うよう促した。 


